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１ 目的 

この実施要領は、綾部市（以下「本市」という。）が発注する水道事業窓口業

務等の委託（以下「委託業務」という。）に関し、公募型プロポーザル方式（以

下「プロポーザル」という。）により受託候補者を選定するために必要な事項を

定めるものである。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

   綾部市水道事業窓口業務等委託  

（２）業務内容 

委託業務の範囲は以下のとおりとし、詳細は別紙「綾部市水道事業窓口業 

務等委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおりとする。 

① 窓口業務 

② 開閉栓業務 

③ 検針業務 

④ 調定・更正業務 

⑤ 収納業務 

⑥ 滞納整理業務 

⑦ 電算処理業務 

⑧ その他付随業務 

（３）業務期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

３ 提案見積上限額 

 ３４，８００，０００円 ／年(消費税及び地方消費税含む。)以内 

＊この金額は単に本業務に係る予算規模を示したものであり、契約に係る予定価 

格を示すものではない。なお、この金額を上回る金額で見積りを行ったときは失

格となる。 

また、今回の見積りは、プロポーザルの審査に用いるためのものであり、契約 

時においては、提出された金額を基本とし、発注者と受託候補者との協議内容に

応じて契約額を決定するものとする。 

ただし、その場合においても見積上限額は上回らないものとする。 

 

４ 参加資格要件 

参加者は、次に掲げる資格要件をすべて満たしていること。 

なお、資格要件の確認基準日は、本業務の募集開始日とし契約締結までの期間

に資格要件を欠くような事態が生じた場合は、契約締結は行わないものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該
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当しないこと。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立

て、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始

の申し立て、若しくは破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続

開始の申し立てがなされていないこと。 

（３）綾部市暴力団等排除措置要綱（平成２３年綾部市告示第１０号）別表に掲

げる措置要件のいずれかに該当しないこと。 

（４）本市及び本店所在地において市町村民税等（特別区にあっては、都民税）

の滞納がないこと。 

（５）消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。 

（６）本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（７）プライバシーマークや情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）

等、第三者機関の評価によるセキュリティ基準の認定を取得していること。 

 （８）給水人口３万人以上の水道事業体で類似業務の実績があること。 

 

５ スケジュール（予定） 

期   日  項   目  備   考  

令和５年１０月 ２日（月） 募 集 開 始  ホームページ及び公告  

令和５年１０月１３日（金） 参 加 申 込 書 の 提 出  
 

令和５年１０月２０日（金） 参 加 資 格 審 査 結 果 通 知  
 

令和５年１０月２６日（木） 質 問 書 の 提 出  
 

令和５年１０月３０日（月） 質 問 書 に 対 す る 回 答  
 

令和５年１１月１４日（火） 企 画 提 案 書 の 提 出  
 

令和５年１１月２９日（水） 

～  同年１２月 １日（金） 

プレゼンテーション等実施  綾部市上水道課  

令和５年１２月１５日（金） 選 定 結 果 通 知   

令和６年 １月１５日（月） 委 託 契 約 締 結   

令和６年 ４月 １日（月） 委 託 業 務 開 始   

  ※上記のスケジュールは、状況により変更する場合がある。 

 

６ プロポーザルへの参加申込 

 （１）プロポーザルに係る書類等については、本市のホームページに掲載する。 

（２）参加申込書の提出 

   参加申込事業者は、プロポーザル参加申込書（様式第１号）と次に掲げる

添付書類各１部を提出しなければならない。 

① 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（写し可 発行後３か月以内のも 

の） 
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  ② 納税証明書（市町村民税等の滞納のないことの証明書）（写し可。発行後３  

   か月以内のもの） 

③ 納税証明書（消費税及び地方消費税の滞納ないことの証明書）（その３、そ

の３の２、その３の３のいずれか写し可。発行後３か月以内のもの） 

④ 業務実績が確認できるもの（様式任意） 

⑤ 情報セキュリティに関する第三者認証が確認できるもの（様式任意） 

⑥ 会社概要（資本金、売上高、社員数、本・支店、営業拠点など）がわかる 

もの。（会社案内等パンフレットでも可） 

（３）提出期限 

   令和５年１０月１３日（金）まで 

   （土日祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで） 

（４）提出方法 

   持参又は郵送（電子メール及びＦＡＸは不可。） 

   ※郵送の場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。なお、郵送

により提出する旨を提出期限までに電話により連絡すること。 

（５）事務局・提出先（問い合わせ先） 

   【事務局】 

〒623-0005 京都府綾部市里町小南４番地 

    綾部市上下水道部上水道課管理担当 服部 

    TEL：0773-42-1815 

    FAX：0773-42-1817 

    e-mail：jyosuido@city.ayabe.lg.jp 

 

７ 参加資格の審査等 

参加申込事業者には、４に定める参加資格要件を満たしているかの審査を行い、

結果を書面にて通知する。また、参加資格を有すると認めたものにあっては、企

画提案書の提出を要請する。 

 

８ 質問の受付及び回答 

  参加申込事業者は、企画提案書等の作成に係る質問がある場合は、以下により

質問書（様式第２号）を提出することができる。 

 （１）提出期限  令和５年１０月２６日（木）午後５時まで 

 （２）提出方法  電話連絡の上、電子メールにて提出すること。 

 （３）回答方法  参加申込事業者から質問が提出された場合は、質問内容及び 

その回答を全ての参加申込事業者へ電子メールで通知する。 

 

９ 企画提案書等の内容及び提出方法 

 企画提案書の提出を要請された者（以下「企画提案者」という。）は、仕様書に
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より企画提案書を作成し提出するものとする。 

（１）提出書類 

  ① 企画提案書 

   ア 会社の概要及び財務状況 

   イ 受託実績 

   ウ 業務の実施体制 

   エ 業務の実施計画 

   ・窓口業務 

   ・開閉栓業務 

   ・検針業務 

   ・調定・更正業務 

   ・収納業務 

   ・滞納整理業務 

   ・電算処理業務 

    ・個人情報保護体制 

    ・災害時及び緊急時対策等の危機管理体制 

    ・その他委託業務に関する提案 

  ② 見積書及び積算内訳書 

     見積書に記載する金額は、契約希望金額の１１０分の１００に相当する 

金額（消費税及び地方消費税抜きの金額）を記載し、業務内容ごとに積算 

内訳書を添付すること。 

（２）提出書類は、日本産業規格Ａ４版サイズとし、Ａ３版サイズを使用する場

合は折り綴りとする。 

（３）企画提案書には表紙、目次及びページ番号を付し、総ページ数を４０ペー

ジ以内とする。 

（４）提出部数は、契約権限者印を押印した正本１部、副本８部（複写可）とす

る。 

 （５）提出期限は、令和５年１１月１４日（火）午後５時までとする。 

 （６）企画提案書の提出方法は持参又は郵送によることとし、電子記録媒体及び 

電子メールでの提出は不可とする。 

    ※郵送の場合は、書留郵便により提出期限に必着のこと。なお、郵送によ

り提出する旨を提出期限までに電話により連絡すること。 

 

10 プロポーザルの辞退 

  参加申込事業者は、辞退届（様式任意）を持参又は郵送により提出することで、

プロポーザルの参加を辞退することができる。 
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11 企画提案書の審査方法及び評価基準 

 （１）選定方法 

企画提案書の内容について、プレゼンテーションを受けた後、ヒアリング

を行い、企画提案書及びプレゼンテーションの内容等により、選定委員会で

審査を行い、本業務の受託候補者を選考・決定する。 

（２）審査項目 

① 業務実施能力 

② 企画提案項目 

③ 見積金額 

④ プレゼンテーション 

 （３）審査方法 

    審査項目毎の評価点数の合計点数で競う方法により行う。なお、企画提案

者が多数の場合は予備審査を実施し、３社程度に絞り込むものとする。予備

審査は「（２）審査項目」の①から③までの評価点数の合計点数で競う方法

により行う。 

    また、企画提案者が単独の場合は、評価点の合計が満点の６割以上である

場合に受託候補者として選定する。 

 （４）評価基準 

    本プロポーザルに関する評価項目及び評価点は次のとおりとする。 

   ① 基本事項（３０点） 

評価項目 審 査 の 視 点 配 点 

会社概要 従業員数、資本状況など １０点 

業務実績 同規模以上の水道事業体での受託実績 １０点  

財務の安全性 経営的問題の有無 １０点  

合   計 ３０点  

   ② 企画提案書（９０点） 

評価項目 審 査 の 視 点 配 点 

人員の配置 常駐状況、危機・業務管理 １０点 

窓口業務 適正業務、利用者サービス向上 １０点  

開閉栓業務 対応時間、トラブル防止 １０点  

検針業務 適正検針、トラブル防止 １０点  

調定・更正及び収納業

務 

適正な現金の取扱、収納率の向上、トラ

ブル防止 

１０点 

滞納整理業務 未収金回収、トラブル防止 １０点 

電算処理業務 適正な処理 １０点 

コンプライアンス遵守 教育、管理体制 １０点 
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その他（災害・緊急時

対応など） 

危機管理体制、上水道課との連携 １０点 

合   計 ９０点  

   

③ 見積価格評価（５０点） 

     価格評価は、次の計算式により算出する。 

     価格評価点数＝５０－（Ｚ－Ｙ）÷（Ｘ－Ｙ）×５０ 

     （Ｘ＝見積上限額、Ｙ＝最低見積額、Ｚ＝見積額） 

  ④ プレゼンテーション（３０点） 

（５）実施日 

令和５年１１月２９日（水）～１２月１日（金）（予定） 

  ＊会場、時間等の詳細は、企画提案書提出後に調整する。 

（６）時間配分 

   参加者ごとに約６０分間（機材設置、片付けの時間は別とする。） 

① 企画提案書等の説明・プレゼンテーション（５０分） 

② 質疑応答・ヒアリング（１０分） 

 （７）出席者 

    参加者ごとに４人以内とする。 

 （８）その他 

   ① 企画提案書をもとにプレゼンテーションを行うこととし、当日の追加資

料の配布など、事前に提出された提案書以外の資料を使用しての説明は不

可とする。 

   ② プレゼンテーションに係るパソコン等の機器については、各参加者にお

いて準備するものとする。 

 （９）選定結果の通知 

    選定結果は、全参加者に対して文書で通知する。 

    ただし、選定結果に関する異議の申し立ては受け付けない。 

    非選定となった事業者から求めがあった場合は、その事業者の順位に限り

書面にて回答するものとし、審査内容及びほかの事業者に関する説明要求は

認めない。 

   ＊通知予定日：令和５年１２月１５日（金） 

 （10）参加者の失格 

    次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

   ① 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合 

   ② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

   ③ 会社更生法の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められ

る状態に至った場合 

   ④ 審査の公平性を害する行為があった場合 
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   ⑤ プレゼンテーションに理由なく欠席した場合 

   ⑥ その他、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等があった場合 

 

12 契約に関する基本事項 

 本プロポーザルは、受託候補者を選定するもので、協議により合意に至らない

場合は第２順位の者と協議を行うものとする。また、本プロポーザルにより提案

があった内容すべてを本契約により採択するものではなく、協議において本市が

合意した場合のみ仕様書は変更できるものとする。 

 この条件により協議が整った場合は、選定した事業者を相手方として、地方公

営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号の規定に基づき随意契約を締結する。 

  

13 その他 

（１）提出書類の作成、プレゼンテーション及びヒアリング等、本業務のプロポ

ーザルに要する費用は、参加者の負担とする。 

（２）提出された書類等は、審査に必要な範囲において、無償で複製することが

できるものとし、参加者に返却しない。 

（３）企画提案書の著作権は参加者に帰属するものとするが、本案件のプロポー

ザル実施の報告等の業務の範囲内において必要となる場合は、参加者の承諾

なしに無償で提出書類の内容を使用できるものとする。 

（４）プレゼンテーション及びヒアリングは非公開で行うが、提出書類は、公平

性、透明性及び客観性を期するため、公表することがある。 

（５）提出書類の受理後の差し替え、追加、削除等は原則として認めない。 

 （６）電子メールの通信事故等について、本市はいかなる責任も負わない。 

  

   

 


